
応募から委嘱までの流れ（地球温暖化防止活動推進員） 

             

 （１）応 募  

  募集要領により、必要書類を提出していただきます。 

 地球温暖化対策の推進を図る活動について熱意と識見を有する、次の全ての項目

に該当する方が応募できます（ただし、「山形県学生環境ボランティア」に登録した

学生は除きます。）。 

ア 山形県内において地球温暖化防止活動を行う方 

イ 年齢満 18 歳以上（令和６年４月１日現在）で県内に在住の方 

ウ 山形県地球温暖化防止活動推進センターが開催する推進員の養成研修を受講

することができる方 

  ↓ 

 （２）選 考  

提出された書類により選考を行い、推進員としてふさわしいと認められた方は、

「委嘱候補者」となります。 

選考結果は、応募された方全員にお知らせいたします。 

  ↓ 

 （３）研 修  

委嘱候補者には、推進員の養成研修（無料）を受講していただきます。 

ただし、地球温暖化防止活動の分野での活動実績等によっては、研修の全部又は

一部について受講義務を免除する場合があります。 

  ↓ 

 （４）委 嘱  

  研修修了後(上記活動経験のある方は選考後)、委嘱状と身分証明書を交付します。 

  ↓ 

 （５）推進員名簿の公表  

地球温暖化防止活動を普及し、また県民の地球温暖化防止活動に協力するために

は、推進員について、県民や地球温暖化防止活動を行う各種団体に広く知らせる必

要があります。 

このため、推進員に委嘱された方の氏名、居住地の市町村名、活動地域、所属す

る環境関連団体、資格、活動実績について記載した推進員名簿を一般に公表させて

いただくとともに、委嘱された方の情報（氏名、住所、連絡先）を居住地市町村へ

提供させていただきます。 

  ↓ 

 （６）活動状況の報告  

推進員相互の今後の活動に役立てることができるよう、年 1 回地球温暖化防止活

動の状況について、県に報告していただきます。 

 

※ボランティアとして活動していただくことになりますので、報酬等はありません。 


